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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】他の挿入装置と共に操作し、その後、個別に操
作する場合であっても、連続した一連の操作をいちいち
中断させることなく効率良く行うことができて、高い利
便性を得ることができるようにする。
【解決手段】親内視鏡１１に設けられたチャンネル内に
挿入可能な子内視鏡１であって、長手軸３ａを有し、挿
入操作可能な操作部３と、操作部３から突出して形成さ
れ、親内視鏡１１に接触可能な接触面を有し、親内視鏡
１１と共に把持可能な把持部６と、把持部６に設けられ
、長手軸３ａの方向において接触面よりも短い寸法で形
成され、把持部６を把持する指を引っ掛け可能な引っ掛
け部とを具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の挿入装置に設けられたチャンネル内に挿入可能な挿入装置であって、
　長手軸を有し、挿入操作可能な操作部と、
　前記操作部から突出して形成され、前記他の挿入装置に接触可能な接触面を有し、前記
他の挿入装置と共に把持可能な把持部と、
　前記把持部に設けられ、前記長手軸方向において前記接触面よりも短い寸法で形成され
、前記把持部を把持する指を引っ掛け可能な引っ掛け部と、
を具備することを特徴とする挿入装置。
【請求項２】
　前記引っ掛け部は、
　前記長手軸方向における一方側を形成する第１引っ掛け部と、
　前記長手軸方向における他方側を形成する第２引っ掛け部と、
を有することを特徴とする請求項１に記載の挿入装置。
【請求項３】
　前記把持部は、
　前記接触面を有し、前記引っ掛け部よりも前記長手軸方向の一方側を形成する第１接触
部と、
　前記接触面を有し、前記引っ掛け部よりも前記長手軸方向の他方側を形成する第２接触
部と、
を有することを特徴とする請求項１に記載の挿入装置。
【請求項４】
　前記把持部は、Ｔ字形状に形成されていることを特徴とする請求項３に記載の挿入装置
。
【請求項５】
　前記引っ掛け部は、
　前記接触面における前記長手軸方向の一端から前記操作部に向かって延出する第１指環
部と、
　前記接触面における前記長手軸方向の他端から前記操作部に向かって延出する第２指環
部と、
を有することを特徴とする請求項１に記載の挿入装置。
【請求項６】
　前記操作部に連設され、前記チャンネル内に挿入可能な挿入部を更に具備し、
　前記把持部は、前記接触面よりも前記挿入部に近接する側において前記把持部を把持す
る指を配置可能な指配置部を有することを特徴とする請求項５に記載の挿入装置。
【請求項７】
　前記把持部は、Ｄ字形状に形成されていることを特徴とする請求項５に記載の挿入装置
。
【請求項８】
　前記操作部に連設され、前記チャンネル内に挿入可能な挿入部を更に具備し、
　前記引っ掛け部は、前記接触面における前記挿入部から離間する側の一端から前記操作
部に向かって延出して形成され、
　前記把持部は、前記接触面における前記挿入部に近接する側の他端において切り欠いて
形成される切り欠き部を有することを特徴とする請求項１に記載の挿入装置。
【請求項９】
　前記把持部は、Ｕ字形状に形成されていることを特徴とする請求項８に記載の挿入装置
。
【請求項１０】
　前記把持部は、前記接触面の前記一端から前記長手軸方向に沿って延出される第１延出
部を有することを特徴とする請求項５又は８に記載の挿入装置。
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【請求項１１】
　前記把持部は、前記接触面の前記他端から前記長手軸方向に沿って延出される第２延出
部を有することを特徴とする請求項５に記載の挿入装置。
【請求項１２】
　前記接触面は、前記他の挿入装置に対して摩擦抵抗を発生させる抵抗部材を有すること
を特徴とする請求項１に記載の挿入装置。
【請求項１３】
　前記抵抗部材はエラストマを主成分としていることを特徴とする請求項１２に記載の挿
入装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、他の挿入装置と共に把持可能な把持部を備える挿入装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば内視鏡システムにおいて、一対の挿入装置を用いて胆管内或いは膵管内の
観察や処置を行うものとして、親子式内視鏡システムが知られている。この親子式内視鏡
システムでは、他の挿入装置である親内視鏡を十二指腸まで挿入し、この親内視鏡に設け
られている処置具挿通チャンネルに挿入した、挿入装置である子内視鏡を十二指腸乳頭か
ら胆管、或いは膵管へと選択的に挿入させることで胆管内や膵管内の観察或いは処置を行
う。
【０００３】
　その際、親内視鏡と子内視鏡とを、異なる術者（操作者）が個別に操作するよりも、両
内視鏡を束ねて一人の術者が一括で操作した方が、効率良く、しかも高い利便性を得るこ
とができる場合もある。そのため、例えば、特許文献１（特表２００９－５３００５１号
公報）に記載されている内視鏡システムでは、他の挿入装置であるカテーテルアッセンブ
リの操作部にストラップを設け、このストラップを挿入装置である内視鏡の操作部に巻き
つけることで、このカテーテルアッセンブリを内視鏡の所望の位置に固定させる技術が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００９－５３００５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、患者の体腔内を観察し、或いは必要な処置を行うに際し、その手順としては
、先ず、一人の術者が他の挿入装置を体腔内に挿入する。次いで、他の術者が他の挿入装
置に設けられている処置具挿通チャンネルに挿入装置を挿入し、当該挿入装置を必要とす
る観察部位、或いは処置部位に導く場合がある。
【０００６】
　そして、その後、一人の術者が両挿入装置を束ねて一括で操作しようとする場合、特許
文献１に開示されている技術では、当該術者は既に他の挿入装置を把持しているため、他
の術者が挿入装置に設けられているストラップを他の挿入装置に巻きつけて固定する必要
がある。他の術者が挿入装置のストラップを他の挿入装置に巻きつけている間、両挿入装
置を用いた一連の操作を一時中断しなくてはならず効率が悪く、利便性に欠ける問題があ
る。
【０００７】
　又、両挿入装置を束ねて一人の術者が操作した後、当該両挿入装置を分離して個別に操
作しようとする場合には、ストラップを他の挿入装置から解離させる必要があるが、その
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際、両挿入装置による一連の操作を一時中断しなければならず、操作効率が低下する不都
合がある。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑み、他の挿入装置と共に操作し、その後、個別に操作する場合
であっても、連続した一連の操作をいちいち中断させることなく効率良く行うことができ
て、高い利便性を得ることのできる挿入装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一形態は、他の挿入装置に設けられたチャンネル内に挿入可能な挿入装置であ
って、長手軸を有し、挿入操作可能な操作部と、前記操作部から突出して形成され、前記
他の挿入装置に接触可能な接触面を有し、前記他の挿入装置と共に把持可能な把持部と、
前記把持部に設けられ、前記長手軸方向において前記接触面よりも短い寸法で形成され、
前記把持部を把持する指を引っ掛け可能な引っ掛け部と、を具備する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、他の挿入装置と共に挿入装置を操作し、その後、両挿入装置を個別に
操作する場合であっても、連続した一連の操作をいちいち中断させることなく効率良く行
うことができて、高い利便性を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態による親内視鏡と子内視鏡とを把持した状態を示す要部斜視図
【図２】同、子内視鏡の要部側面図
【図３】同、子内視鏡の要部背面図
【図４】同、子内視鏡の平面図
【図５】第２実施形態による親内視鏡と子内視鏡とを把持した状態を示す要部斜視図
【図６】同、子内視鏡の要部側面図
【図７】同、子内視鏡の要部背面図
【図８】同、変形例による図６相当の要部側面図
【図９】第３実施形態による親内視鏡と子内視鏡とを把持した状態を示す要部斜視図
【図１０】同、子内視鏡の要部側面図
【図１１】同、子内視鏡の要部背面図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面に基づいて本発明の一実施形態を説明する。
【００１３】
　［第１実施形態］
　図１～図４に本発明の第１実施形態を示す。同図に示す挿入装置１は、例えば親子式内
視鏡システムの子内視鏡として使用されるものであり、以下においては、この挿入装置１
を子内視鏡１と読み替えて説明する。
【００１４】
　又、この親子式内視鏡システムは他の挿入装置としての親内視鏡１１を備えている。こ
の親内視鏡１１は、通常の内視鏡と同じ構成を有しており、挿入部１２の基端側に操作部
１３が設けられ、又、挿入部１２内には処置具挿通チャンネルが形成されている。この処
置具挿通チャンネルは、基端側が操作部１３の下部に設けられた処置具挿入口１４に開口
され、先端側が挿入部１２の先端に開口されている。
【００１５】
　一方、子内視鏡１は、親内視鏡１１の処置具挿通チャンネルに処置具挿入口１４から挿
通可能な挿入部２を有し、この挿入部２の基端に操作部３が連設されている。この操作部
３は長手軸３ａを有し、この長手軸３ａの上部側面に、挿入部２を体腔内に挿入操作可能
な操作ノブ４が設けられている。すなわち、この操作ノブ４は挿入部２の先端側に設けた



(5) JP 2019-80776 A 2019.5.30

10

20

30

40

50

湾曲部（図示せず）を湾曲動作させるものであり、この湾曲部を湾曲させることで挿入部
２を体腔内に沿って進入させる。尚、この操作ノブ４は一例であり、これに代えて、操作
レバーやジョイスティックが採用されている場合もある。
【００１６】
　又、長手軸３ａの一側に、子内視鏡１の処置具挿通チャンネルに連通する処置具挿入口
５が開口されている。
【００１７】
　本実施形態の子内視鏡１は、術者（操作者）が操作部３を左手で把持する仕様であり、
操作ノブ４は操作部３を把持する左手の親指、或いは右手で操作する。又、親内視鏡１１
も、本実施形態では操作部１３を左手で把持する仕様となっている。
【００１８】
　この子内視鏡１の操作部３に設けた長手軸３ａから把持部６が側方へ突出して形成され
ている。この把持部６は長手軸３ａの軸方向に沿った細長の板厚を有し、その突出方向の
端部に、親内視鏡１１の操作部１３の側面に接触可能な接触面７が形成されている。又、
この把持部６の接触面７と長手軸３ａとの間に引っ掛け部８が形成されている。この引っ
掛け部８は、術者（操作者）が親内視鏡１１の操作部１３を把持する左手の指に引っ掛け
て親内視鏡１１と共に把持するものであり、これにより子内視鏡１が親内視鏡１１と共に
保持される。
【００１９】
　把持部６は引っ掛け部８から接触面７にかけて、接触面７側を頭部とする横向きのＴ字
形状に形成されている。Ｔ字形状は、頭部と、この頭部に直交して中央から延在する脚部
とからなる形状であり、引っ掛け部８は、横向きのＴ字形状の脚部に相当する。この引っ
掛け部８は、長手軸３ａの軸方向における一方側（図２の上方側）を形成する第１引っ掛
け部８ａと、長手軸３ａの軸方向における他方側（図２の下方側）を形成する第２引っ掛
け部８ｂとで構成されている。
【００２０】
　第１引っ掛け部８ａは接触面７における長手軸３ａの軸方向の一端（図２の上端）から
操作部３の方向に向かって湾曲状に延出し、第２引っ掛け部８ｂは接触面７における長手
軸３ａの軸方向の他端（図２の下端）から操作部３の方向に向かって湾曲状に延出して形
成されている。この第１、第２引っ掛け部８ａ，８ｂの間隔は長手軸３ａの軸方向におい
て、接触面７の長さよりも短い寸法で形成されている。尚、第１、第２引っ掛け部８ａ，
８ｂは、人差し指と中指とで挟んで保持しても良い。
【００２１】
　図１に示すように、この第１、第２引っ掛け部８ａ，８ｂは、術者（操作者）の左手の
中指（第３指）と薬指（第４指）とで挟んで保持するものである。従って、両指で第１、
第２引っ掛け部８ａ，８ｂを挟持する部位の間隔は、強度が保証される範囲で挟持しやす
い寸法に設定することが好ましい。
【００２２】
　更に、第１、第２引っ掛け部８ａ，８ｂは、第１、第２接触部９ａ，９ｂの内面に形成
されている。第１接触部９ａは、第１引っ掛け部８ａよりも長手軸３ａに沿って一方（図
２の上方）へ延在している。一方、第２接触部９ｂは、第２引っ掛け部８ｂよりも長手軸
３ａに沿って他方（図２の下方）へ延在している。この両接触部９ａ，９ｂはほぼ線対称
な形状を有して一体化されており、その先端面に接触面７が形成されている。
【００２３】
　又、この接触面７は抵抗部材１０を有している。この抵抗部材１０は、接触面７を親内
視鏡１１の操作部１３に接触させた際に、摩擦抵抗を発生させるものであり、エラストマ
（各種ゴム）を主成分とする材料で形成されている。尚、この抵抗部材１０は、シリコー
ンゴムやポリウレタン等、エラストマ以外の材料であっても良く、ゲル状の粘着材であっ
ても良い。或いは、接触面７の表面を細かい凹凸形状に加工し、これを抵抗部材１０とし
ても良い。
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【００２４】
　ところで、把持部６は、術者（操作者）が左手で親内視鏡１１の操作部１３と共に把持
した際に、右手で操作ノブ４を容易に操作することのできる位置、すなわち、図４に示す
平面視において、把持部６は、操作ノブ４の回転中心を基準として時計回り方向へ設定角
度θだけ開いた位置に形成されている。因みに、本実施形態では、この設定角度θを、１
３０～１６０[deg]の範囲で設定しているが、これに限定されるものではない。
【００２５】
　次に、このような構成による本実施形態の作用について説明する。例えば、術者（操作
者）が親子式内視鏡システムを使用して胆管或いは膵管を観察等する場合、先ず、親内視
鏡１１の操作部１３を左手で把持し、図示しない操作ノブを操作して、挿入部１２の先端
側に設けられている湾曲部を所定に湾曲させて、挿入部１２の先端を十二指腸乳頭の近傍
まで導く。
【００２６】
　次いで、他の術者（操作者）が親内視鏡１１の操作部１２に設けられている処置具挿入
口１４に子内視鏡１の挿入部２を挿入し、図示しない処置具挿通チャンネル内を挿通させ
て、この挿入部２の先端部を親内視鏡１１の先端部から突出させる。この親内視鏡１１が
側視型内視鏡の場合、子内視鏡１の挿入部２の先端部を、親内視鏡１１の挿入部１２に設
けた処置具起上台に沿って、挿入部１２の先端から斜め上方へ導かれて、胆管内や膵管内
に挿入される。
【００２７】
　その後、親内視鏡１１を操作している術者が、当該親内視鏡１１と子内視鏡１とを束ね
て一括で動作させようとする場合、先ず、親内視鏡１１の操作部１３を左手で把持してい
る状態のまま、中指と薬指を開く。次いで、子内視鏡１の操作部１３に形成されている把
持部６の第１引っ掛け部８ａと第２引っ掛け部８ｂとに、中指と薬指を引っ掛けて子内視
鏡１を受け取る。
【００２８】
　そして、子内視鏡１の位置を術者（操作者）が操作し易い位置に調整した後、中指と薬
指とで、把持部６に形成されている第１接触部９ａと第２接触部９ｂとを、親内視鏡１１
の操作部１３と共に把持する。同時に中指と薬指とで、第１、第２引っ掛け部８ａ，８ｂ
間、すなわち、引っ掛け部８を挟持する。
【００２９】
　すると、把持部６の接触面７が親内視鏡１１の操作部１３に押し当てられて、子内視鏡
１の位置が固定される。更に、引っ掛け部８を中指と薬指とで挟持することで、子内視鏡
１のふらつきが防止される。この状態で、術者（操作者）は、子内視鏡１の挿入部２、或
いは操作ノブ４を、右手で操作することで胆管内や膵管内の所望の画像を取得することが
できる。
【００３０】
　術者（操作者）は子内視鏡１と親内視鏡１１とを、いちいちストラップ等を用いて束ね
ることなく、瞬時に一括して動作させることができるので、親内視鏡を把持したまま、子
内視鏡の操作を行うことができる。その結果、高い利便性を得ることができるばかりでな
く、親内視鏡１１の操作を中断することによる操作効率の低下を軽減させることができる
。
【００３１】
　そして、親内視鏡１１と子内視鏡１とを束ねた状態での操作が終了した場合、術者（操
作者）は、把持している左手の中指と薬指とを、把持部６から離すことで、子内視鏡１を
親内視鏡１１から即座に離間させることができる。その結果、術者（操作者）は、親内視
鏡１１のみによる操作へ、スムーズに移行することができ、この場合も、内視鏡操作の中
断による操作効率の低下が軽減され、高い利便性を得ることができる。
【００３２】
　又、引っ掛け部８の長手軸３ａ方向の寸法が比較的短く設定されているので、親内視鏡
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１１の把持部における術者（操作者）が所望する位置に指を配置可能となるため、親内視
鏡１１及び子内視鏡１の把持性の向上に寄与することができる。
【００３３】
　［第２実施形態］
　図５～図８に本発明の第２実施形態を示す。上述した第１実施形態の把持部６は、第１
引っ掛け８ａと第１接触部９ａとが形成されている部位を、図２における上方が開放され
たＵ字形状に形成したが、本実施形態の把持部２１では、当該部位を環状に形成したもの
である。尚、第１実施形態と同様の構成部分については同一の符号を付して説明を簡略化
する。
【００３４】
　図５～図７に示すように、本実施形態の把持部２１は、第１実施形態の把持部６と同一
の位置に設けられている。この把持部２１の突出方向端部に形成されている接触面７より
も操作部３の上面に近接する側に指環部２１ａが形成されている。この指環部２１ａには
、接触面７における長手軸３ａの軸方向の一端（図６の上端）から操作部３に向かって延
出する第１指環部２１ａ１と、接触面７における長手軸３ａの軸方向の他端（図６の下端
）から操作部３に向かって延出する第２指環部２１ａ２と、が形成されている。
【００３５】
　この指環部２１ａに、術者（操作者）の左手の中指（或いは人差指）が挿通される。従
って、この指環部２１ａは、左手の人差指や中指を余裕で挿通させることのできる孔径を
有している。尚、本実施形態では、図５に示すように、指環部２１ａに中指を挿通して使
用する態様で説明する。
【００３６】
　又、把持部２１の接触面７よりも挿入部２に近接する側であって、指環部２１ａに隣接
する位置に指配置部２１ｂが設けられている。この指配置部２１ｂは挿入部２の方向を開
口する半円形状に形成されており、図５に示すように、術者（操作者）の薬指（第４指）
が添えられる。
【００３７】
　指環部２１ａと指配置部２１ｂとが近接する部位の内面に第１引っ掛け部８ａと第２引
っ掛け部８ｂとがそれぞれ設定されており、この第１引っ掛け部８ａと第２引っ掛け部８
ｂとで、引っ掛け部８が形成されている。
【００３８】
　このような構成では、術者（操作者）が親内視鏡１１の操作部１３を左手で把持してい
る状態で子内視鏡１をも把持しようとする場合、第１実施形態と同様、中指と薬指を開き
、子内視鏡１の操作部１３に突設されている把持部２１の指環部２１ａに中指を挿通し、
又、指配置部２１ｂに薬指を添える。そして、子内視鏡１の位置を、術者（操作者）が操
作し易い位置に調整し、その後、中指と薬指とで、指環部２１ａと指配置部２１ｂとを、
親内視鏡１１の操作部１３と共に把持する。同時に中指と薬指とで引っ掛け部８を挟持す
る。
【００３９】
　すると、把持部２１の接触面７が親内視鏡１１の操作部１３に押し当てられて、子内視
鏡１の位置が固定される。更に、引っ掛け部８を中指と薬指とで挟持することで、子内視
鏡１のふらつきが防止される。又、子内視鏡１の操作部３が挿入部２側へ引かれて、指環
部２１ａを中心に、図６の時計回り方向へ回動しようとする場合は、薬指にて操作部１３
寄りの指配置部２１ｂを支持することで、操作部３の回動を阻止することができる。
【００４０】
　更に、中指が指環部２１ａに挿通されているため、中指と薬指との把持力を緩めて握り
直す場合であっても、子内視鏡１は常に中指で支持されているため、子内視鏡１の脱落を
未然に防止することができる。
【００４１】
　ところで、図５に示すように、把持部２１の指環部２１ａの上部外周が湾曲している形
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状では、子内視鏡１に外力が印加さると、操作部３は指環部２１ａ付近を中心に、図の反
時計回り方向、すなわち、操作部３の下端が親内視鏡１１から離間する方向へ回動し易い
。このような場合は、図６に一点鎖線で示すような第１延出部２１ｃを、把持部２１の接
触面７の一端である上端部に、長手軸３ａの方向に沿って延出させた状態で形成する。こ
れにより、接触面７を親内視鏡１１の操作部１３に押し当てた際における、図６に示す反
時計回り方向の回動を規制することができる。
【００４２】
　この場合、第１延出部２１ｃに対し、接触部７に直交する指環部２１ａの中心線を挟ん
でほぼ線対称な位置に形成されている部位を、第２延出部２１ｄとすることができる。す
なわち、この第２延出部２１ｄは、接触面７の他端である下端部に、長手軸３ａの方向に
沿って延出させた状態で形成されているといえる。
【００４３】
　又、図８に本実施形態の変形例を示す。本変形例では、図６に示す接触面７の他端であ
る下端部から操作部３の方向へ延出させて第２引っ掛け部８ｂを形成し、この第２引っ掛
け部８ｂを約１／４の円弧形状に形成された指配置部２１ｂに連続させたものである。
【００４４】
　この変形例では、平坦な接触部７と曲率を有する指環部２１ａとで把持部２１がＤ字形
状に形成されている。把持部２１をＤ字形状に形成することで、子内視鏡１は指環部２１
ａに通した中指のみで親内視鏡１１と共に把持されることになる。しかし、薬指を接触部
７の下端側から第２引っ掛け部８ｂを経て円弧形状に形成した指配置部２１ｂまで、任意
に移動させることができるため、薬指のポジションを術者（作業者）の好みに応じて設定
することができる。
【００４５】
　［第３実施形態］
　図９～図１１に本発明の第３実施形態を示す。本実施形態による把持部３１は、逆向き
のＵ字形状に形成されている。尚、第１実施形態と同様の構成部分については、同一の符
号を付して説明を簡略化する。
【００４６】
　すなわち、この把持部３１は、第１実施形態の把持部６に代えて適用されるものであり
、把持部６と同一の位置に設けられている。この把持部３１の突出方向端部に形成されて
いる接触面７における挿入部２から離間する側の一端である図１０の上部から、操作部３
に向かって引っ掛け部８が延出形成されている。又、把持部３１は、接触面７における挿
入部２に近接する側の他端である図１０の下部が切り欠き形成された切り欠き部３１ａが
形成されている。
【００４７】
　引っ掛け部８は外表面側の第１引っ掛け部８ａと内表面側の第２引っ掛け部８ｂとを有
しており、第２引っ掛け部８ｂが図１０の上方に湾曲するアーチ状に形成されて、把持部
３１の内周が逆向きのＵ字形状に形成されている。
【００４８】
　このような構成では、術者（操作者）が親内視鏡１１の操作部１３を左手で把持してい
る状態で、子内視鏡１をも把持しようとする場合、人差指を開き、操作部１３と中指及び
薬指（第４指）との間に、把持部３１の接触面７を挿通して把持する。又、人差指と中指
とで把持部３１の上部に形成されている引っ掛け部８の第１引っ掛け部８ａと第２引っ掛
け部８ｂとを挟持する（図９参照）。この場合、中指、薬指に加え、小指にて把持部３１
の接触面７を把持することも可能である。
【００４９】
　すると、把持部３１の接触面７が親内視鏡１１の操作部１３に押し当てられて、子内視
鏡１の位置が固定される。その際、接触面７が中指と薬指との２本の指で操作部１３に押
し付けられるため、子内視鏡１のぐらつきを防止することができる。
【００５０】
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　ところで、図９に示すように、把持部３１の引っ掛け部８は接触面７との接続部分が湾
曲されているため、接触面７を中指と薬指とで把持した状態であっても、図の反時計回り
方向、すなわち、操作部３の下端が親内視鏡１１から離間する方向へ回動し易い。このよ
うな場合は、図１０に一点鎖線で示すような第１延出部３１ｂを、接触面７の一端である
上端部に、長手軸３ａの方向に沿って延出させた状態で形成する。これにより、接触面７
を親内視鏡１１の操作部１３に押し当てた際における、図１０に示す反時計回り方向の回
動を規制することができる。
【００５１】
　尚、本発明は、上述した各実施形態に限るものではなく、例えば把持部６，２１，３１
は操作部３に対し、後付けで固定されていても良い。これにより、子内視鏡１の操作部３
に対して把持部６，２１，３１のみを交換することが可能となるため、術者（操作者）の
好みに応じた把持部６，２１，３１を選択することができる。
【符号の説明】
【００５２】
１…子内視鏡（挿入装置）、
２…挿入部、
３…操作部、
３ａ…長手軸、
４…操作ノブ、
５…処置具挿入口、
６，２１，３１…把持部、
７…接触面、
８…引っ掛け部、
８ａ…第１引っ掛け部、
８ｂ…第２引っ掛け部、
９ａ…第１接触部、
９ｂ…第２接触部、
１０…抵抗部材、
１１…親内視鏡、
１２…挿入部、
１３…操作部、
１４…処置具挿通口、
２１ａ…指環部、
２１ａ１…第１の指環部、
２１ａ２…第２の指環部、
２１ｂ…指配置部、
２１ｃ，３１ｂ…第１延出部、
２１ｄ…第２延出部、
３１ａ…切り欠き部、
θ…設定角度
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